
生
活
と
環
境

安
全
通
信

ま
ち
の
話
題

知
っ
得
！
情
報

み
ん
な
の
広
場

く
ら
し
の
情
報

ま
な
び
の
部
屋

健
康
ラ
イ
フ て

い
る
世
帯
に
は
、
５
月
末
ま
で

に
登
録
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

方
書
を
登
録
し
て
い
な
い
世
帯

で
、
記
載
を
希
望
す
る
場
合
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
６
月
17
日
ま
で
に
発
行

し
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
や
電

子
証
明
書
に
は
方
書
の
記
載
は
あ

り
ま
せ
ん
。
有
効
期
間
の
満
了
ま

で
引
き
続
き
使
用
で
き
ま
す
が
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
へ
の
方
書

記
載
や
電
子
証
明
書
の
再
発
行
を

希
望
す
る
人
は
、
６
月
18
日
以
降

に
市
民
課
で
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
手
続
き
の
際
に
持
参
す

る
も
の
な
ど
、詳
細
に
つ
い
て
は
、

国民健康保険証の種類を確認（右上丸印）

長船中央処理区

牛窓処理区

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
間
内
の
住
民
基
本
台
帳

　

カ
ー
ド
や
電
子
証
明
書
を
持
っ

　

て
い
る
人
に
限
り
、
無
料
で
手

　

続
き
が
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

・
方
書
に
つ
い
て

　

市
民
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
５

　

・
電
子
証
明
書
に
つ
い
て

　

契
約
管
財
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
０
７
９

 

牛
窓
・
長
船
地
域
の
一
部

 

下
水
道
の
供
用
区
域
を
拡
大

　　

牛
窓
地
域
と
長
船
地
域
の
一
部

 

 

減
免
し
ま
す

 

障
害
の
あ
る
人
の
軽
自
動
車
税

　

身
体
に
障
害
の
あ
る
人
や
重
度

の
精
神
障
害
の
あ
る
人
が
所
有
し

て
い
る
軽
自
動
車
は
、
一
定
の
条

件
に
よ
り
、
申
請
に
よ
っ
て
、
１

人
１
台
に
限
り
軽
自
動
車
税
が
減

免
さ
れ
ま
す
。４
月
１
日
現
在
で
、

満
18
歳
未
満
の
身
体
に
障
害
の
あ

る
人
、
ま
た
は
精
神
に
障
害
が
あ

る
人
は
、
そ
の
人
と
生
計
を
同
じ

く
す
る
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

障
害
の
等
級
に
よ
っ
て
は
減
免

の
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
自
動
車
税
の
減
免
を
受

け
て
い
る
人
は
軽
自
動
車
税
の
減
免

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
申
請
方
法　

申
請
書
は
税
務

課
、
各
支
所
、
出
張
所
に
あ
り
ま

す
。
印
鑑
、
障
害
者
手
帳
・
療
育

手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
、
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証

を
持
参
し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
平
成
20
年
度
以
降
の
減
免

申
請
内
容
（
障
害
の
等
級
、
車
、

運
転
者
な
ど
）
に
変
更
が
な
い
場

合
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
申
請
期
限　
５
月
24
日
（
木
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

 

募
集
し
ま
す

 

市
営
住
宅
入
居
者　

　　

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
団
地

　
（
団
地
名
、
所
在
地
、
構
造
）

　

・
井
尻
団
地

　

長
船
町
東
須
恵
４
２
７-

１

　

簡
耐
平
屋
建

▽
規
格　

３
D
K

▽
戸
数　

１
戸

▽
家
賃　

収
入
に
よ
り
決
定

▽
敷
金　

家
賃
の
３
カ
月
分

▽
入
居
日　

６
月
１
日
（
金
）

▽
申
込
受
付
期
間

　

５
月
１
日
（
火
）
〜
15
日
（
火
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　

建
設
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
６
４
９

で
、
左
図
の
と
お
り
公
共
下
水
道

の
供
用
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
区
域
に
お
住
ま
い

の
皆
さ
ん
は
、
早
期
の
接
続
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
供
用
開
始
区
域

【
牛
窓
地
域
】

　

・
処
理
区
名　

牛
窓
処
理
区　

　

・
区
域
名

　

長
浜
の
一
部
区
域

【
長
船
地
域
】

　

・
処
理
区
名　

長
船
中
央
処
理
区

　

・
区
域
名

　

服
部
と
土
師
の
一
部
区
域

■
問
い
合
わ
せ
先

　

下
水
道
工
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

５
１
５
１

　

森
林
法
が
改
正
さ
れ
、
４
月
以

降
に
森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
人

を
対
象
に
、
取
得
し
た
土
地
の
面

積
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
土
地
の

あ
る
市
町
村
長
へ
の
事
後
届
出
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

▽
対
象　

売
買
や
相
続
な
ど
で

　

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な

　

る
森
林
の
土
地
を
新
た
に
取

　

得
し
た
個
人
ま
た
は
法
人

※
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
き
土

　

地
売
買
契
約
に
つ
い
て
届
出
し

　

て
い
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

▽
届
出
方
法　

　

届
出
書
は
、
産
業
振
興
課
・
各

支
所
・
出
張
所
に
あ
り
ま
す
。
届

出
書
に
記
入
・
押
印
の
上
、
土
地

を
取
得
し
た
こ
と
が
分
か
る
書

類
（
登
記
事
項
証
明
書
や
土
地
売

買
契
約
書
な
ど
）
の
写
し
お
よ
び

土
地
の
位
置
を
示
す
図
面
を
添
付 

し
、
産
業
振
興
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
届
出
期
間　

土
地
の
所
有
者

　

と
な
っ
た
日
か
ら
90
日
以
内

※
届
出
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

　

と
が
で
き
ま
す
。

　

HP http://www.city.setouchi.lg.jp/life/

　

support09_8.html

■
問
い
合
わ
せ
先

　

岡
山
県
備
前
県
民
局
森
林
企
画
課

　

☎
０
８
６-

２
３
３-

９
８
３
３

 

集
合
住
宅
に
住
ん
で
い
る
皆
さ
ん
へ

 

方
書
を
住
民
票
に
記
載

　

こ
れ
ま
で
、
住
民
票
な
ど
に
住

所
の
方か

た
が
き書
（
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
集

合
住
宅
の
建
物
名
・
居
室
の
番
号

な
ど
）
を
記
載
し
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
共
同
住
宅
の
増
加
に
よ

り
、
従
来
の
記
載
で
は
住
所
の
正

確
な
把
握
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

た
め
、
６
月
18
日
（
月
）
か
ら
、

方
書
を
住
所
の
一
部
と
し
て
住
民

票
な
ど
に
記
載
し
ま
す
。

▽
変
更
内
容
（
例
）

　

・
６
月
17
日
ま
で

　

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
３
０
０

　

番
地
１

　

・
６
月
18
日
か
ら

　

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
３
０
０

　

番
地
１　

△
△
ア
パ
ー
ト
○
号

※
右
線
の
部
分
を
記
載
し
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
、
方
書
を
登
録
し

 

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
次
の
条

件
に
該
当
す
る
人
と
、
そ
の
家
族

の
人
は
「
退
職
者
医
療
制
度
」
で

医
療
を
受
け
ま
す
。

　

退
職
者
医
療
制
度
で
は
納
め
る

国
民
健
康
保
険
税
や
医
療
費
の
窓

口
負
担
割
合
（
３
割
）
に
違
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
７
割
分

の
医
療
費
の
財
源
が
保
険
税
と
支

払
基
金
か
ら
の
交
付
金
で
賄
わ
れ

る
た
め
、
適
正
に
加
入
す
る
こ
と

で
、
市
の
負
担
が
軽
減
し
、
国
民

健
康
保
険
税
の
増
額
を
抑
え
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

こ
の
条
件
に
該
当
す
る
人
で
、

退
職
者
医
療
制
度
の
国
民
健
康
保

険
証
（
表
面
の
右
上
に
「
退
職
」

と
表
記
が
あ
り
ま
す
。上
図
参
照
）

を
持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
対

象
者
全
員
の
保
険
証
と
年
金
証
書

（
退
職
被
保
険
者
に
該
当
す
る
人
）

を
持
参
し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

【
退
職
被
保
険
者（
本
人
）の
条
件
】

①
年
金
の
受
給
権
が
あ
る
こ
と

②
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

③
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
20
年

　

以
上
、
ま
た
は
40
歳
以
降
10
年

　

以
上
加
入
し
て
い
る
こ
と

【
退
職
被
扶
養
者（
家
族
）の
条
件
】

①
退
職
被
保
険
者
に
よ
り
生
計
を

　

維
持
し
て
い
る
こ
と

②
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

③
年
間
の
収
入
が
１
３
０
万
円
未

　

満
（
60
歳
以
上
ま
た
は
障
害
者

　

の
場
合
は
１
８
０
万
円
未
満
）

　

で
あ
る
こ
と

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　

市
民
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
７
９
０

国民健康保険
退職者医療制度
該当する場合は手続きを

５月５～ 11日は児童福祉週間です

　「児童福祉週間」は、国民全体に児童福祉
の理念や制度の周知を図り、児童福祉に対
する理解と認識を深めることを目的として、
昭和 22年に制定されたものです。
　毎年５月５日の「こどもの日」から１週間、
全国各地で各種の啓発事業や
行事を実施しています。
　平成24年度「児童福祉週間」
標語は「ニコニコは『なかよ
くしよう』のあいずだよ」で
す。家族や子どもの健やかな成長をみんな
で考えていきましょう。
　児童福祉関係の心配ごとなどがある人は、
お気軽にご相談ください。
■問い合わせ・相談先　
　子育て支援課
　☎０８６９-２６- ５９４７

1213




